令和６年度　事業計画


１　基本方針
総務省の人口推計によれば、我が国の総人口は、平成20年の１億 2,808万人をピークに減少に転じ、令和５年９月には１億 2,434万８千人となり、平成25年９月の１億2,726万３千人から10年間で約 290万人減少しています。
15歳未満人口の比率は12.9％から11.4％に縮小する一方、65歳以上人口の比率（高齢化率）は、25.0％から29.1％に上昇し、少子高齢化が大きく進行しています。
人口減少と少子高齢化が進行し、労働力供給が制約される中で、経済社会を支える労働力の確保は、ますます重要な課題となっています。
また、高齢者を取り巻く雇用環境も変化し、平成24年に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、事業主に65歳までの雇用確保措置が義務付けられ、さらに、令和２年には、70歳までの就業確保措置を努力義務とする改正がなされました。
このような中、総務省の労働力調査によると、65歳以上の就業者数は平成16年以降20年連続で前年に比べ増加し、平成16年の 480万人（就業者全体の
 7.6％）から平成25年には 637万人（同10.1％）に、令和５年には 914万人（同13.6％）と増加し、65歳以上人口に占める就業率も平成25年の20.1％から25.2％と増加を続けています。

社会全体で高齢者の就業率が伸びる一方で、当センターの会員は入会者の減少と、加齢や疾病等による退会者の増加により年々減少し、平成23年度末に 1,014人であった会員数は、10年後の令和３年度末には 737人となり、令和６年２月末時点においては、 645人、平均年齢は74.0歳となっています。
高齢者の雇用環境の変化等による会員数の減少に加え、適正就業の推進等に伴い、当センターの事業実績は平成28年度から減少が続いており、令和２年１月以降は、コロナ禍による社会・経済活動の抑制等が事業運営に大きな影響を及ぼしましたが、令和４年からは受注も次第に回復してきたものの、令和４年度の契約金額は、コロナ禍前の令和元年度と比較すると74.4％まで減少しています。
また、令和５年10月からは、消費税の扱いに関する適格請求書等保存方式（インボイス制度）が開始されたことによる新たな税負担が当センターの事業運営に大きな影響が生じることもあり、シルバー人材センター事業を取り巻く環境は、今後もますます厳しくなることが予想されます。

このような状況ではありますが、令和６年３月に策定した中期事業計画（第３次５か年計画・令和６年度～令和10年度）に即して、引き続き、新たな会員の加入促進や就業機会の確保・拡大、安全就業のさらなる推進等に努め、就業を通した、地域高齢者の豊かで積極的な生活の実現と、社会参加による生きがいの充実に取り組んでまいります。


２　事業内容
⑴　中期事業計画（第３次５か年計画）の推進
高年齢者が持てる能力に応じて、生きがいを追求しながら働くことができるシルバー事業は、超高齢化社会の課題を解決する事業の一つです。
地域社会に密着した仕事を、会員の皆さんのご希望に応じて斡旋し就業いただくことにより、福祉の受け手から社会の担い手として活躍することが期待されています。
シルバー事業の推進には、様々な課題を乗り越えていく必要がありますが、「自主・自立・共働・共助」の理念の下に、会員、役職員が協力して令和６年３月に策定した中期事業計画（第３次５か年計画）の推進に取り組みます。

⑵　会員の確保・拡大
安定した事業運営を図っていくためには、会員の確保が不可欠です。入会説明会の開催等を通して、新たな会員の確保・拡大に取り組みます。
ア　入会説明会の開催
毎月１回・年間24回（午前：多可・午後：西脇の２回×12日）の入会説明会を開催し、開催情報等を、市町広報紙や新聞折込み等により広く周知します。
イ　ホームページ等による周知
ホームページや広報紙、新聞への記事掲載に加え、ハローワーク及び管内の他のシルバー人材センターと連携して、高年齢の雇用保険受給者を対象としたＰＲの場（週１回）を設けます。
ウ　会員による勧誘の促進
新規会員紹介制度やセンターだより等を通じた、会員による勧誘を促進します。
エ　女性交流会の開催
会員の友人など非会員の参加も呼びかけながら、おしゃれ講座等のワークショップを開催し、交流を通した女性会員の確保に取り組みます。
オ　市町イベントへの参画
西脇市農業祭や多可町ふれあいまつりにＰＲブースを出展し、パネル展示やチラシ配布等を通した、シルバー事業のＰＲと新たな会員の勧誘に取り組みます。

⑶　就業機会の開拓・拡大
積極的なシルバー人材センター事業のＰＲにより、ニーズの掘り起こしと新規就業機会の開拓に取り組みます。
ア　様々な媒体や機会を通じた事業ＰＲ
ホームページでの紹介や市町広報紙への広告掲載により事業のＰＲを図るとともに、市町イベントブースでＰＲを行います。
イ　女性会員の就業機会の拡大
介護認定の要支援者に対する訪問型サービスや家事支援、また、西脇市からの受託事業であるファミリー・サポート・センター事業（子育て支援サービス）など、主に女性が活躍できる事業に取り組み、女性会員の就業機会の拡大に努めます。
ウ　シルバー派遣事業、有料職業紹介事業の実施
請負・委任業務の受注に加え、兵シ協が実施する労働者派遣事業（シルバー派遣事業）及び有料職業紹介事業の実施事業所として事業を推進し、雇用による就業機会の拡大につなげます。

⑷　安全就業の推進
「安全はすべてに優先する」を徹底し、会員の安全就業を推進します。
ア　安全意識の啓発
安全・適正就業ハンドブックの配布をはじめ、センターだよりや安全・適正就業通信等により、安全意識の向上に努めます。
イ　事故発生時等における注意喚起
センターだより等により日頃の体調管理を促すとともに、夏場における熱中症対策や、重大事故の発生時には、安全・適正就業通信等を通じて、注意喚起を行います。
ウ　巡回指導の実施と夏季の屋外就業における健康管理対策の推進
草刈等の屋外就業については、担当職員による日頃の点検に加え、安全・適正就業推進委員等による現場への巡回指導を実施し、就業中の事故防止に努めます。
また、夏場における屋外就業における熱中症予防や健康管理対策のため、令和５年７月から８月にかけて試行した休養日の設定を継続します。
エ　ペナルティ制度の運用
安全就業基準等が遵守されなかった場合や事故発生時には、就業停止等を科すことのできるペナルティ制度を運用し、安全就業の徹底を図ります。
オ　講習会等受講の支援
刈払機やチェーンソーを使用して屋外作業に携わる会員については、講習会等の受講料を支援し、技能の習得、向上につなげます。

⑸　適正就業の推進
発注者と会員の理解を得ながら適正就業の推進を図ります。
ア　会員、受注者への周知
会員の入会時や業務の受注時に、会員の就業形態や就業時間の上限など、シルバー人材センター事業の制限等について、十分説明を行います。
イ　適正就業ガイドラインの遵守
会員の就業内容について点検し、不適正な就業があった場合には、発注者及び会員の理解を求めながら、是正に努めます。

⑹　会員研修の実施
兵シ協と連携したスマートフォン教室等の開催や、西脇市が実施する子育て支援者研修への参加促進、出前講座の活用などを通して、会員のスキルアップを図るとともに、就業途上のみならず日頃からの安全意識の向上に向けて、交通安全研修の実施を検討します。

⑺　共益事業（会員福利厚生事業）の実施
会員の拡大と会員相互の交流等を図るため、会員研修旅行やグラウンドゴルフ大会等を実施します。
また、ニュースポーツ教室や福祉・健康教室等を開催し、会員の生きがいづくり・健康づくりをサポートします。
各事業所に設置した「ひだまり」については、会員の憩い・集いの場としての利用促進を図ります。

⑻　デジタル化の推進
センターからの就業依頼やお知らせの送信、配分金明細書の確認などができる、インターネットを使ったコミュニケーションツールの導入を検討し、会員とセンターの連携を強化するとともに、会員の利便性の向上とセンター事業の効率化を図ります。



